
新冠町役場町民生活課社会係  
 令和 ４年 ２月１０日発行  

 

新冠・節婦老人憩の家の利用について 
 

老人憩いの家は、新冠町在住の 60 歳以上の方に対し、心身の健康と福祉の増進を

図ることを目的に開館しております。 

また、当施設は「入浴」可能な施設でもあるため、利用目的によって利用可能時間

が異なりますので、ご利用の際は下記の利用可能時間にご留意ください。 

 何かご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 
 

≪新冠老人憩の家（中央町 5-1）≫ 

・開館曜日/時間  毎週月曜日～金曜日/8：30～16：30 

・入浴利用料    100 円／回 

・入浴可能時間  【月曜日】  10：00 ～ 16：00 

           【火～木曜日】9：30 ～ 16：00        

【金曜日】  9：30 ～ 15：30         

※土・日曜・年末年始は休館となります。 

 
 
 

≪節婦老人憩の家（節婦町 117-1）≫ 
 

・開館曜日/時間  毎週月曜日～土曜日/９：00～1７：00 

・入浴利用料    100 円／回 

・入浴可能時間  【月～土曜日】11：00 ～ 17：00 

          ※日曜・年末年始は休館となります。 

 
 ※両施設とも、入浴に関して「タオル類」「シャンプー、ボディーソープ類」等 

  はご持参していただく必要があります。 
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